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神奈川県立病院機構医療安全監査基本計画 新旧対照表 

新 旧 

神奈川県立病院機構医療安全監査基本計画 

 

令和７年 11月４日 

神奈川県立病院機構医療安全監査委員会 

 

１ 目的（略） 

 

２ 計画期間（略） 

   

３ 年間監査計画 

（１） 病院実地監査 

  原則として１年度につき、２病院に対し、下表の順で監査委員が往査を行う

もの。 

  監査項目に基づく書面審査、ヒアリング及び院内ラウンドを行い、医療安全

体制、医療安全管理活動、患者の権利確保、高度新規医療技術及び未承認医薬

品導入、事故防止策、感染症対策、薬剤管理などの視点から、実態を監査する。 

  なお、原則として１病院目は 10 月、２病院目は２月に監査を実施すること

とし、監査日時や監査項目等の実施詳細については、都度、委員会を開催し決

定する。 

Ⅰ年目 こども医療センター ・ がんセンター 

Ⅱ年目 循環器呼吸器病センター ・ 精神医療センター           

Ⅲ年目 足柄上病院 ・ こども医療センター 

Ⅳ年目以降 引き続き、上記の病院順で監査実施 

  

神奈川県立病院機構医療安全監査基本計画 

 

令和７年 11月４日 

神奈川県立病院機構医療安全監査委員会 

 

１ 目的（略） 

   

２ 計画期間（略） 

   

３ 年間監査計画 

（１） 病院実地監査 

  原則として１年度につき、２病院に対し、下表の順で監査委員が往査を行う

もの。 

  監査項目に基づく書面審査、ヒアリング及び院内ラウンドを行い、医療安全

体制、医療安全管理活動、患者の権利確保、高度新規医療技術及び未承認医薬

品導入、事故防止策、感染症対策、薬剤管理などの視点から、実態を監査する。 

  当該年度の監査日時や監査項目等の実施詳細については、都度、委員会を開

催し決定する。 

 

Ⅰ年目 こども医療センター ・ がんセンター 

Ⅱ年目           ・                     

Ⅲ年目           ・ こども医療センター（仮） 

Ⅳ年目以降 上記のサイクルを繰り返す。 
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（２） 機構医療安全施策の推進状況確認（略） 

   

４ その他（略） 

 

改定歴 

 令和８年３月５日 一部改定 

・ 病院実地監査の実施月を原則 10月、２月とする。 

・ Ⅱ年目以降の順を循環器呼吸器病センター、精神医療センター、足柄上病

院の順とする。 

・ Ⅲ年目の２回目の対象病院をこども医療センターとする。 

・ Ⅳ年目以降はⅠ年目からⅢ年目の順に従い、監査を実施する。 

 

（２） 機構医療安全施策の推進状況確認（略） 

 

４ その他（略） 

   

 

 

 


